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「ホワイト物流」推進運動

今、なぜ運送事業者と荷主が連携して物流効率化していくことが必要なのか
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「ホワイト物流」推進運動の背景

サプライチェーンの関係者が相互に連携し、

環境整備を進めることが必要

運転者不足の深刻化

働き方改革
（長時間労働の是正）

物流の
安定的な確保

両立が必要

この厳しい条件の下で・・・・・

このためには・・・・・
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「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」の概要
－長時間労働にブレーキ、生産性向上にアクセル－

～「運び方改革」と３Ａ（安全・安心・安定）労働の実現に向けた88施策～

①輸送効率の向上
・輸送分野別の取組の強化★
・長時間労働を是正するためのガイドラインの作成・見直し
・トラック予約受付システムの導入促進（荷待ち時間短縮）
・機械荷役への転換促進（荷役時間短縮）
・高速道路の有効活用（走行時間短縮）
・宅配ボックスの普及促進（再配達削減）
・ダブル連結トラックの導入促進（車両の大型化）

②潜在需要の喚起による収入増加
・インバウンド需要の取り込み★
・タクシーの配車アプリを活用した新サービス導入

③運転以外の業務も効率化
・IT点呼の更なる導入拡大★

Ⅱ．長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化

（１）労働生産性の向上（１）労働生産性の向上

①「働き方改革の実現に向けた
アクションプラン」の実現支援
事業者団体による取組を支援

（２）多様な人材の確保・育成（２）多様な人材の確保・育成
①働きやすい環境の整備
・女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方の検討★
・中継輸送の普及促進（泊まり勤務を日帰り勤務に）
・機械荷役への転換促進（力仕事からの解放）（再掲）

②運転者の確保
・第二種免許制度の在り方についての検討
・大型一種免許取得の職業訓練の実施

（３）取引環境の適正化（３）取引環境の適正化
①荷主・元請等の協力の確保

・輸送分野別の取組の強化★（再掲）
・引越運送における人手不足対策の推進★

②運賃・料金の適正収受
・標準運送約款の改正趣旨の浸透促進★
・トラック事業者・荷主のコスト構成等への共通理解の形成促進★

自動車の運転業務への罰則付きの時間外労働の上限規制の導入（2024年4月予定）に向け、政府を挙げて以下の取組を強力に推進。

③労働時間管理の適正化の促進
ICTを活用した運行管理の普及方策の
検討・実施★

Ⅰ．長時間労働是正の環境整備

④行政処分の強化
新処分基準による行政処分の実施

「★」を付した施策は、「直ちに取り組む施策」
（2017年8月）以降の追加施策

②ホワイト経営の「見える化」
ホワイト経営に取り組む事業者の
認証制度の創設

【国】
【国】 【国】 【国】

【警・農・経・国・環】 【厚・農・国】

【国】

【国】

【警・厚・国】

【国】

【厚・農・経・国】

2018.5.30
関係省庁
連絡会議
決定
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・「ホワイト物流」実現国民運動（仮称）の推進★



深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に
確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、

①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化

②女性や６０代以上の運転者等も働きやすい、「よりホワイト」な労働環境の実現

に取り組む「ホワイト物流」推進運動を関係者が連携して強力に推進。

推進運動のイメージ

「ホワイト物流」推進運動 ～ ホワイト物流推進運動の概要 ～

国 民

[自主行動宣言企業]

その他企業

イメージアップ↑

売上増 ・ 就職者増 価格競争回避
取引企業の増

信頼性向上↑

＝ ＝

SDGs
荷主企業

業界団体

トラック事業者
理解・協力

ホワイト物流推進運動

理解・協力

平成30年 5月30日
「ホワイト物流」推進運動を重点施策とする 「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議政府行動計画」が決定

※ホワイト物流推進運動の取組企業が働きやすくなっていることについてPR 3

（ 全トラック運転手中、女性運転手は約 ３％、６０代以上の運転手は約１７％ 【令和元年】 )



企業に呼び掛ける事項

（取組方針）

・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業
者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。

（法令遵守への配慮）

・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動
車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）

・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵
守に努めます。

必須項目

推奨項目 ※推奨項目リストを公表

Ａ．運送内容の見直し

・ 物流の改善提案と協力
・ 予約受付システムの導入
・ パレット等の活用
・ 発荷主からの入出荷情報等の
事前提供

・ 集荷先や配送先の集約
・ 運転以外の作業部分の分離
・ リードタイムの延長
・ 納品日の集約
・ 検品水準の適正化 等

Ｂ．運送契約の方法

・ 運送契約の書面化の推進
・ 運賃と料金の別建て契約
・ 燃料サーチャージの導入
・ 下請取引の適正化

Ｃ．運送契約の相手方の選定

・ 契約の相手方を選定する際の
法令遵守状況の考慮

・ 働き方改革等に取り組む
物流事業者の積極的活用

Ｄ．安全の確保
・ 荷役作業時の安全対策
・ 異常気象時等の運行の中止・中断等

Ｅ．その他
・ 宅配便の再配達の削減への協力
・ 引越時期の分散への協力
・ 物流を考慮した建築物の設計・運用

Ｆ．独自の取組
・ 独自の取組
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（参考）自主行動宣言の様式
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「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 役職 氏名 所在地 主たる事業 ホームページ

国土交通省 課長 国土 太郎 東京都 運輸業，郵便業 https://www.mlit.go.jp/

当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言し
ます。

最終更新： 2021年10月8日

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物
流の改善に取り組みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配
慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

№ 分類番号 取組項目 取組内容

1 Ａ ③ パレット等の活用 パレットの共同利用を進めていきます。

2

3

4

5
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自主行動宣言のメリット

ホワイト物流推進運動は「ＳＤＧｓ」につながる取り組み

企業のブランディングに効果的

ビジネスチャンスにつながる

自主行動宣言を行った企業は、「物流ひいては日本経済が直面する課題解決に取り組む企業」となり、企業のCSR活動として
非常に重要な意義をもちます。

企業がCSRを果たすことで、取引企業等との関係性も向上することが期待されます。
逆に取り組まない企業は、物流社会全体で取り組む課題に無関心という表明になりかねず、将来的にサプライチェーンから
外されたり、株主や地域の支援を得ることができなくなったりする可能性も懸念されます。

取引企業等との関係性向上

自主行動宣言を行った企業は、社会に対して責任を果たす企業として認識され、企業イメージの向上やブランディングにも
非常に効果的です。

こうした社会貢献的な取り組みを積極的に行い、高い企業イメージ、高いブランドイメージをもつ企業は、フェアトレード的に
消費者や取引企業からも選ばれるようになったり、優秀な人材の採用にも有利になることが期待されます。

自主行動宣言を行った企業は、物流効率化などの課題を解決するための新しい取り組みを検討・実施しております。

こうした取り組みは、自主行動宣言を行った企業間での新規事業の創造や他業種との協働など、新しいビジネスチャンスに
つながることが期待されます。
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https://white-logistics-
movement.jp/

賛同企業リスト、「ホワイト物流」推進運動 推奨項目などをご紹介
賛同企業数：1278社（2021年9月30日時点）

「ホワイト物流」推進運動 ポータルサイト

「ホワイト物流」推進セミナー

賛同した事の 「効果」・「感動」体験を、他社にShare（共有）& Spread（拡散）
する仕掛けとして、「ホワイト物流」推進運動のTwitterアカウントを立上げ

@whitelogi

「ホワイト物流」推進運動 Twitter アカウントを立上げ

（2021年6月7日開始）

■ セミナータイトル：「ホワイト物流」推進運動セミナー
～物流生産性向上に向け荷主企業が推進する取組とは～

■ 対象者：主に、荷主企業 (業種/業界を特定せず、全産業を対象）
■ 開催形態：オンライン開催（zoom）
■ セミナー実施時期：令和3年10月～令和4年3月まで 月1回 [計6回]

ポータルサイト 新規コンテンツ 「集いの場」

賛同企業・団体同士の出会い・連携を支援する「集いの場」を8月開設

業界・業種にこだわらず賛同企業・団体の皆様が、自身の物流に関わる”困り
ごと”や“要望”などを、集いの場の掲示板に投稿し、その投稿を見て共感した他
の賛同企業・団体様と連携に向けた意見交換ができるプラットフォームです。

「ホワイト物流」推進運動
～ ホワイト物流推進運動における国土交通省の取り組み ～
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「集いの場」の利活用状況について

9/30時点
「ホワイト物流」推進運動 賛
同企業数

…1,278社

利用管理者登録者数 …71社 賛同企業数の6%

8

投稿事例

現在の利用状況



自主行動宣言の提出状況と更なる取組み

平成３１年４月以降、１，２７８社が自主行動宣言を提出 （令和３年９月３０日時点）

令和2年3月に、①自主行動宣言未提出の荷主上場企業等に対し、再度参加要請文を送付す
る共に、②既提出企業等に対し、更なる取り組みの具体化や深掘りを要請。

今後も、セミナー等を通じて「ホワイト物流」推進運動の更なる推進が図られるよう関係省庁と
連携した取組を実施。
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業態別
企業・組合
・団体数

農業，林業 0

漁業 0

鉱業，採石業，砂利採取業 1

建設業 11

製造業 367

電気・ガス・熱供給・水道業 1

情報通信業 35

運輸業，郵便業 681

卸売業，小売業 111

金融業，保険業 3

不動産業，物品賃貸業 2

学術研究，専門・技術サービス業 3

宿泊業，飲食サービス業 1

業態別
企業・組合
・団体数

生活関連サービス業，娯楽業 0

教育，学習支援業 2

医療，福祉 6

複合サービス事業 17

サービス業（他に分類されないもの） 20

公務（他に分類されるものを除く） 0

分類不能の産業 19

合 計 1,280



物流効率を改善すると何が嬉しいのか

改善されるのはドライバーの働き方だけ？

荷待ちが減るとコスト構造が変わる

発着荷主の働き方も変わる

【今回紹介する具体的な取組方策】

１．予約システムの導入
２．パレット利用による取組
３．中継輸送
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ドライバーの長時間労働改善に向けた仮設課題と実現に向けて

② 荷卸時間を削減する
パレットサイズが異なるため、

積替えに時間がかかる
メーカーと「共選所・倉庫」「生産者」が協力し 一貫パレチゼーションの実現

① 附帯作業時間を削減する
はい作業に時間がかかる
(2階への荷揚げ 等)

メーカーと「共選所・倉庫」「生産者」が協力し 軒先卸しの徹底

③ 待ち時間を削減する

荷受人不在時に待ち時間が発生する
メーカーから生産者への 納品時間帯の事前設定・共有

共
選
所
・
倉
庫
・
生
産
者

生
産
者

段ボール物流の問題点のうち、大規模な設備導入が不要で、関係者間の協力により改善活動が可能なものを抽出

仮設課題

⇨どの取り組みもJA職員のみならず、生産者の理解が必要。
⇨そのためには、「このままでは物流が成り立たなくなる」という危機意識をもち、まずはJA単位でホワイト物流の宣言をお願いしたい。
⇨ホワイト物流の宣言をいただいたJAは、上記のような課題がある物流について、サプライチェーンの全体での対話をお願いしたい。
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荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に
向けたガイドライン

加工食品、飲料・酒物流編 紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編建設資材物流編 紙・パルプ(家庭紙分野)物流編

2017 トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会（47都道府県・102のパイロット事業）

2020.5～輸送品目別ガイドライン
加工食品①、建設資材、紙・パルプ（洋紙・板紙分野）、
紙・パルプ（家庭紙分野） (2020.5)
加工食品②、飲料・酒（2021.4）

9 生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会（飲料・酒）

2018.5 自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画
6 生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会（加工食品）
7 働き方改革法案成立

10 生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会（紙・パルプ（洋紙・板紙分野））
11 荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
（長時間労働改善等に向けた13の対応例（荷待ち対策等））

12 貨物自動車運送事業法改正
生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会（紙・パルプ（家庭紙分野）、
建設資材）

★取引環境と長時間労働の改善のため、荷主と運送事業者の協力は、中央及び47都道
府県での「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中心に、輸送品目別
実証事業によって加速させてきた。 11



荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
（加工食品、飲料・酒、建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙）物流編）について

１．ガイドライン策定の経緯
• トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、トラッ
ク運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も含めてサプ
ライチェーン全体で解決を図っていくことが必要。

• 一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、輸送
品目別に検討を行うことが効果的。

• このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプの各分野の物
流について、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者及び発着荷主が参
画して長時間労働の改善を図るため懇談会等を設置。懇談会等の検討の成果とし
てガイドラインを策定。

２．ガイドラインの構成

【まえがき】
• ガイドライン策定の経緯とトラック運送事業の現状
（１）今後のトラック運送事業の見通し、（２）トラック運送事業を取り巻く制度面の変遷、
（３）トラック運送事業の健全な発展に向けて

【本編】
• 輸送品目別物流における現状・課題、解決の方向性の整理
• 取引環境と長時間労働の改善に向けた具体的な取組み事例等

【あとがき】
• 輸送品目別物流における今後の取組みの方向性

加工食品、飲料・酒物流編

紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編

建設資材物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)物流編
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労働時間長時間化の要因：発着荷主における荷待ち及び荷下ろしの時間がタイミングを調整できない

●待ち時間短縮のための対策として→トラック受付・予約システムを活用

労働生産性上昇

運転者の労働実態と課題

１－１．予約システムを活用した労働時間の改善

に期待

【参考事例①】

一貫パレチゼーションと受付予約システムで着荷主滞在時間を短縮
（山梨県）

【参考事例②】
外部倉庫と情報システム活用による荷待ち時間の削減（福井県）
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（予約システムと同時に実施した効率化方策）
・手下ろしをしていた貨物を、パレット下ろしに切り替え
・パレットプールシステム

※
を利用し、一貫パレット輸送体制

・パレットへの積み付け方法（配数・段数）を自動倉庫にそのまま
格納できるようタテ・ヨコ・高さのサイズを調整
※パレットプールシステム：複数の企業が同一のパレットを共同利用するシステム

山梨県の工場で、トラック受付・予約システムを試験的に活用。
併せてパレットの活用方法も検討した結果、労働生産性が44％向上した。

取組事例

１－２．予約システムを活用した労働時間の改善
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北海道の農産物輸送で、荷役作業の一部パレット化や積卸先件数の見直しを実施。
荷役時間が約25％、拘束時間が約8％削減した。

取組事例

２．パレット利用による荷役時間等の削減
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「中継輸送とは」
長距離運行を複数のドライバーで分担する輸送形態 労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する

平成２９年３月に、中継輸送の実施に当たっ
て検討すべき事項や必要となる資料等につい
て、分かりやすく解説した手引書を作成
＜手引書の項目＞
・中継輸送の実施ルール、枠組み、運用の詳
細、協定書の項目例 等

【中継輸送イメージ（日帰り運行の実現例）】 【中継輸送の実施に当たって（実施の手引き）】

中継輸送取組事例集について（令和２年１月29日公表）
【構成イメージ】

＜主な内容＞
・中継輸送の実施方式の説明（①トレー
ラー・トラクター方式、②貨物積み替え
方式、③ドライバー交替方式）
・中継輸送の実施方式（上記①～③）、実
施方法（「自社単独」、「複数事業者連
携」）に分けて整理
・事例ごとの取組内容や中継輸送成功の秘
訣を記載

・手引きの策定後、様々な事業者で中継輸
送の取組が進展

・各事業者の中継輸送の取組内容や成功の
秘訣等を取りまとめ、他の事業者が中継
輸送を始める際の参考となる「実行モデ
ル」となるよう、「中継輸送の取組事例
集」を公表

【事例集の掲載ＨＰ】

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000103.html
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３．中継輸送の取組促進


